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外国専門部長 弁理士 岡部 泰隆

［英国］ニューラルネットワークの保護適格要件を緩和へ
～欧州でのAI発明の権利化に大きな変化～

a. UKPTOは、コンピュータプログラムが特許不適格事由に該当するとの理由でANN発明を拒絶。その決定に対して高等裁判所に上訴される。

b. UK高等裁判所は、「ANNは、コンピュータプログラムではなく、特許不適格事由の対象外となる」と判示、UKPTOによる決定を覆す。

c. UKIPO は、この判決に対して上告せず。関連する審査運用を直ちに変更し、「今後の審査において第1 条(2)(c)に規定するコンピュータプログラムの特許不適格
事由に基づいてANNを含む発明に異議を唱えてはいけない」と明記した関連法令ガイダンスを発表。

２．Emotional Perception AI Ltd v Comptroller-General 判決

１．要点

a. 欧州特許庁(EPO)では、AI及び機械学習は、(1)計算モデルやアルゴリズムであり、抽象的な数学的性質を有するため、特許保護の対象に含めていない、
(2)様々な技術分野で応用が見つけられる場合には特許対象となる。イギリス特許庁（UKIPO）も同様の基準を適用。

b. 2023年11月、イギリス高等裁判所は、人工ニューラルネットワーク（ANN）自体がコンピュータプログラムではないため、「コンピュータプログラム」に係る特
許不適格事由の対象外となると判示。UKIPOは上告せず、UKIPOの審査実務が大きく変化する。

c. 欧州のうち、少なくとも英国ではAI発明の権利化の可能性が高まる。
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